
面接相談員（会計年度任用職員）募集要項 
 

勤務条件等 

■受付期間 令和６年３月14日（木）～令和６年４月５日（金） 

■就業場所 

〒238-8550 

神奈川県横須賀市小川町11番地 

横須賀市役所 生活福祉課（市役所分館６階） 

京浜急行線 横須賀中央駅 から 徒歩７分 

■仕事の内容 

①生活支援課の生活保護に関する面接相談業務及びその他付随す

る事務 

②窓口対応及び電話対応 

■受験資格等 

〇応募資格 

社会福祉主事任用資格（大学等で必要な科目を取得されている方） 

必須またはＲ６．３．３１までに大学等で必要な科目を取得し社会福

祉主事任用資格取得見込み 

※上記 かつ次の（１）〜（７）のいずれか１つに該当する場合に応募

できます。 

（１）現業員等で生活保護業務に３年以上の経験があること。 

（２）障害、高齢、児童に関する相談業務（社会福祉施設における相談

業務も含む。）に従事した経験が３年以上あること。 

（３）社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員・公認心理師の資

格をいずれか有し相談業務に従事した経験が１年以上あること。 

（４）看護師、准看護師の資格を有する者にあっては、相談業務に係る

実務経験が３年以上あること。 

（５）社会福祉協議会において、コミュニティ・ソーシャルワーカーの業

務経験が３年以上あること。 

（６）特定非営利活動法人において、生活困窮者等への相談・支援事

業を行う団体における相談業務経験が３年以上あること。 

（７）病院において、医療ソーシャルワーカー又は精神科ソーシャルワ

ーカーの業務経験が３年以上あること。 

〇必要な PC スキル 

ワード・エクセル等の操作が可能な人 

〇免許資格等 

社会福祉主事任用資格 必須 

社会福祉士、精神保健福祉士 あれば尚可 

■募集人員 １名 

■給与 

244,750円（地域手当含む） 

※基本給は横須賀市の非常勤職員等の職歴に応じて加算 

※交通費別途支給あり 

公共交通機関利用の場合、実費（月額55,000円まで） 

■任用期間 
令和６年５月１日～令和７年３月31日 

※更新の可能性あり（勤務実績等に基づき判断します） 



■勤務日数・時間 週５日・7時間45分／日 

■応募方法 

以下提出書類を４月５日（金曜日）必着または４月５日（金曜日）17：15

までに以下提出先にご持参してください。提出が遅れる場合は、担当

者へご一報いただきますようお願いいたします。 

 

＜提出書類＞ 

・履歴書 

・自己PR文（Ａ４用紙１枚程度、様式任意） 

・成績証明書又は社会福祉主事任用資格を証明可能な書類（社会福

祉主事任用資格の有無の確認のため）（該当する場合のみ） 

・「〇 応募資格」に該当する資格を証明可能な書類（該当する場合の

み） 

 

＜提出先＞ 

〒238-8550 横須賀市小川町１１番地 

横須賀市役所 生活支援課 矢澤宛 

 

＜応募期限＞ 

郵送の場合：４月５日（金曜日） 

持参の場合：４月５日（金曜日）17：15まで 

■試験について 

＜選考方法＞ 

書類選考の上、面接により採否を決定します。 

＜選考日時＞ 

〒238-8550 

神奈川県横須賀市小川町11番地 横須賀市役所（面接会場） 

※４月中に実施予定ですが面接の日時については後日連絡します。 

■その他特記事項 

・年次休暇及び通勤費の支給は市の規定によります。 

・加入保険 雇用保険・公務災害補償・健康保険・厚生年金 

・基本給は横須賀市の非常勤職員等の職歴に応じて加算されます。 

・他事業所との兼業はできません。 

・マイカー通勤：可（駐車場は各自で確保してください。 

マイカーでの通勤費は１日につき１００円です。） 

 

業務内容等の詳細につきましては生活支援課 矢澤までお問い合わせください。 

電話046-822-8260（直通） 


